
議案第９号

あきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年２月２０日

提出者 あきる野市長 中 嶋 博 幸

提案理由

令和６年人事院勧告及び東京都人事委員会勧告に基づき、特定任期付職員の例月給及び特

別給を引き上げるとともに、業績手当を廃止し、勤勉手当を支給できることとするため、

規定を整備する必要がある。

あきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例

あきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和６年あきる野市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第４条第３項及び第４項を削る。

第５条中「第２条第１項、第３条及び第２０条第２項」を「第３条、第２０条第２項及び

第２１条第２項」に改め、「、給与条例第２条第１項中「及び管理職手当」とあるのは「、

管理職手当及びあきる野市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（令和６

年あきる野市条例第１８号）第４条第３項に定める特定任期付職員業績手当」と」を削り、

「第４条の」を「（令和６年あきる野市条例第１８号）第４条の」に、「１００分の

１２０」を「１００分の１２５」に、「１００分の１７５」を「１００分の８０」と、給与

条例第２１条第２項中「１００分の１１７．５」とあるのは「１００分の１１２．５」に改

める。

第６条中「、第２１条、第２１条の４」を削る。

「 「

」 」

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

別表第１中

３７３，２００

を

３８３，５００

に改める。

４２０，６００ ４３２，２００

４７０，７００ ４８３，７００

５３６，７００ ５５１，５００

６０９，３００ ６２６，１００


